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○ 特定贈与等に係る受贈法人等が幼保連携型認定こども園を設置するために、他の公益法人等へ 

財産等を贈与する場合（11ページの⑻参照） 
 

 

☞ やむを得ない事情の詳細及び使用開始予定年月日

を記載してください。 

８    ○   ○ 
□□□□  ◎●●●●○○○○△△△△ 

*** ****

 

東京都○○区××２丁目□ 

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ **** 

社会福祉法人 ○○○○ 

**** **** 

○ ○ ○ ○ 

03        1111     XXXX 

○ ○ □ □ 

15   ○   ○ 17   ○   ○ 

東京都○○区××１丁目１ 

***-**** 

東京都○○区××３丁目４ 
03     0000     XXXX   

****      **** 

● ●  ● ● 

土地 宅地 東京都○○区××… 200㎡ 

８    ×      × 

８    ９     □ 

土地 宅地 東京都○○区××… 200㎡ ８  10   ○ こども園の園舎敷地 

 ◎●●●●○○○○△△△△ 

東京都○○区××２丁目□ 

ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ **** 

学校法人 ○○○○ 

× × × × 

03        2222     XXXX 

８   △   △ 

☞ 受贈法人等（譲渡法人）の所

在地・名称・所轄税務署名等を

記載してください。 

☞ 特定贈与等に係る寄附財産の寄附者

及び明細等を記載してください。 

☞ 譲受法人に贈与しようとする寄附財産等の

明細等を記載してください。 
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イ  使用区分 

この届出書は、受贈法人等が幼保連携型認定こども園の設置のために寄附財産等を贈与し

ようとする場合において、措法第 40条第 10項の規定の適用を受けるときに使用します。 

 
ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等（譲渡法人）の主たる事務所の所在地等を記載してください。 

(ﾛ) 「譲受法人に贈与しようとする財産等の寄附者」には、寄附財産を寄附した人の現在及び寄附

時の住所等を記載してください。 

(ﾊ) 「承認を受けた財産の明細」には、寄附財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記

載してください。 

(ﾆ) 「２ 届出者(譲渡法人)に関する事項」の「幼稚園又は保育所等の廃止等の認可承認日・認可

承認の申請日・届出日」欄には、次のいずれかの日を記載してください。 

Ａ 幼稚園の廃止若しくは設置者の変更の認可を受けた日又は認可の申請をした日 

Ｂ 保育所の廃止の承認を受けた日又は承認の申請をした日 

Ｃ 保育機能施設の設置者変更の届出を行った日 

(ﾎ) 「３ 譲受法人に贈与しようとする財産等の明細」の「使用開始予定年月日」欄には、寄附財

産等を幼保連携型認定こども園の事業に使用開始する予定年月日を記載してください。なお、

「使用目的」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾍ) 「４ 譲受法人に関する事項」の「幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等の設置等の

認可日・認可の申請日・届出日」欄には、次のいずれかの日を記載してください。 

Ａ 旧幼保連携型認定こども園の認定を受けた者の変更の届出を行った日 

Ｂ 幼保連携型認定こども園(旧幼保連携型認定こども園を除きます。)の設置の認可を受けた日

又は認可の申請をした日 

Ｃ 幼稚園の設置若しくは設置者の変更の認可を受けた日又は認可の申請をした日

Ｄ 保育所の設置の認可を受けた日又は認可の申請をした日 

Ｅ 届出者(譲渡法人)が設置していた保育機能施設の設置者の変更を事由とする届出を行った日 

(ﾄ) 「５ その他参考事項」は、その他参考となる事項や贈与しようとする寄附財産等をやむを得

ない事情により贈与の日の翌日から１年を経過する日までの期間内に幼保連携型認定こども園を

設置し、運営する事業の用に使用開始することができない場合のやむを得ない事情等について具

体的に記載してください。 

(ﾁ) この届出書は「譲受法人に贈与しようとする財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適宜

の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 
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ハ 届出時確認事項 

 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 「使用目的」欄 
使用目的に係る事業は、幼保連携型認定こども園を設置、

運営する事業に該当するものですか。 
□ 

2 「使用開始予定年月日」欄 

贈与の日の翌日から１年を経過する日までの期間内です

か。その期間を超える場合には、やむを得ない事情の詳細

が記載されていますか。 

□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

 

ニ 添付書類 

 書 類 ﾁｪｯｸ 

1 譲受法人に贈与しようとする寄附財産等の登記事項証明書等 □ 

2 届出者である受贈法人等及び譲受法人の登記事項証明書 □ 

3 
譲受法人が措法第 40条第 10項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類

（54ページ参照） 
□ 

4 
譲受法人に贈与しようとする寄附財産等及び贈与予定年月日の記載がある契約書等の

書類 
□ 

5 上記ロの(ﾆ)及び(ﾍ)の認可等を受けたこと又はその申請をしたことなどを証する書類 □ 

6 
幼保連携型認定こども園の設置予定日の記載のある書類(認可等の申請書、理事会議事

録の写し等） 
□ 

7 

譲受法人に贈与しようとする寄附財産等をやむを得ない事情により贈与の日の翌日か

ら１年を経過する日までの期間内に幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業の

用に使用開始することができない場合には、その事情に至った事実が確認できる書類 

□ 


